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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
周辺閉鎖コンクリ－ト壁がその高さにわたり一様な横断面を有し且つ複数のコンクリ－ト
打ち行程で建造され、それぞれの行程でコンクリ－ト壁の周辺閉鎖部分（１）がコンクリ
－ト壁の既に仕上げられた部分の上端に引き続いてコンクリ－ト打ちされる、周辺閉鎖コ
ンクリ－ト壁を備える構築物を建設する方法において、少なくとも二つの全部を周辺閉鎖
した内部シェルユニット（５）がシェル膜の同じ横断面を備えていて、そのシェル膜がそ
れぞれに一以上のコンクリ－ト打ち行程で設置され、それぞれに一個の全部を周辺閉鎖し
た主部材（１１）と一個の全部を周辺閉鎖してシェル膜の一部分を形成して主部材（１１
）の上端に固定され且つこれから取り外し可能な鎖枠（１２）とを有し、少なくとも一コ
ンクリ－ト打ち行程の実施の際にこのコンクリ－ト打ち行程で投入されて組立て場所（１
４）から上昇された内部シェルユニット（５）がこの前コンクリ－ト打ち行程に設置され
た内部シェルユニット（５）の前コンクリ－ト打ち行程でコンクリ－ト壁に固定された鎖
枠（７）に降ろされ、組立て場所（１４）から内部シェルユニット（５）の上昇前に、こ
のコンクリ－ト打ち行程に設けられた鉄筋（８）が内部シェルユニット（５）の外面に取
り付けられていることを特徴とする方法。
【請求項２】
組立て場所（１４）から内部シェルユニット（５）の上昇前に、内部シェルユニット（５
）には建造すべきコンクリ－ト壁に開口を開ける接続部分（２０）が設けられていること
を特徴とする請求項１に記載の方法。
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【請求項３】
組立て場所（１４）から内部シェルユニット（５）の上昇前に取付け部材はコンクリ－ト
壁をアンカ－（３）のように鉄筋（８）及び／又は内部シェルユニット（５）に取り付け
られることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
鎖枠（７）の上面には中心合せ手段、特に円錐体（９）或いは案内板が鎖枠（７）に降ろ
された内部シェルユニット（５）を中心合せするように配置されることを特徴とする請求
項１に記載の方法。
【請求項５】
コンクリ－ト壁に固定された鎖枠（７）に降ろされた内部シェルユニット（５）が特にボ
ルト結合部を介してこの鎖枠に固定できることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
内部シェルユニット（５）の主部材（１１）と内部シェルユニットの鎖枠（７）とが周辺
方向において多数のセグメント（１５、１７）に分割され、主部材（１１）と鎖枠（１２
）が特に同じ形式に分割されていることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、周辺閉鎖コンクリ－ト壁がその高さにわたり一様な横断面を有し、周辺閉鎖
コンクリ－ト壁が複数のコンクリ－ト打ち行程で建造され、それぞれの行程でコンクリ－
ト壁の周辺閉鎖部分がコンクリ－ト壁の既に仕上げられた部分の上端に引き続いてコンク
リ－ト打ちされ、一以上のコンクリ－ト打ち行程で設置される少なくとも一個の全部を周
辺閉鎖した内部シェルユニットが設けられる、周辺閉鎖コンクリ－ト壁を備える構築物を
建設する方法に関する。
【０００２】
この場合に”一様な横断面”は、コンクリ－ト壁の横断面が構築物の高さにわたりその形
状やその大きさにおいて変更されないままであることを意味する。”構築物”の下に全構
築物の一部が存在する。この種の構築物は例えば円形建物、階段吹き抜き、暖炉などであ
る。
【０００３】
円形建物の装備との関係において二つの周辺閉鎖したシェルリングが支持台に吊るされる
鎖シェルは知られている。鎖シェルにより限定されたシェル中空空間はコンクリ－トによ
り充填され、コンクリ－トの硬化或いは固化の後にシェルリングが分解され、支持台には
その下部分が注いだ壁リングの上辺の領域に位置するようにかなり上がる。その時に、リ
ングは新たにしっかりと緊張されて固定され、コンクリ－トがさらに充填され、所望の構
造高さが達成されるまで、前記相互作用が繰り返される。この方法でそのような円筒状建
物では壁リングが他のものに設置される。
【０００４】
【従来の技術】
他の鎖シェルは例えば米国特許第１４７８６５３号明細書に示されて記載されている。そ
のような鎖シェルの特性は、ここで壁を貫通するシェルアンカ－が備えていて、それによ
りシェル要素がその全体に固定され、コンクリ－ト打ち行程ではそれぞれ上記コンクリ－
ト打ちされたアンカ－が続いてシェル用足アンカ－として次のコンクリ－ト打ち行程にお
いて使用されることにある。各コンクリ－ト打ち行程では新たなアンカ－が組み立てられ
る。前提とされたコンクリ－ト打ちされた壁部分が丸くされるならば、シェルは高くされ
る、と言うのは壁部分がシェルアンカ－を介してシェルの全重量を支持しなけれならない
からである。シェル自体は本来のシェル板とそのシェル板を補強する台とから成る。
【０００５】
通例には、鎖構造では次の方法進行が実施され；まず最初に次のコンクリ－ト打ち行程に
設けられた内部シェルがコンクリ－ト壁の仕上げられた部材に所定高さに固定されて整合
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される。引き続き、コンクリ－ト壁の組付け部材が該当箇所における内部シェルに固定さ
れる。そのような組付け部材は例えばアンカ－或いは壁に取り付けるコンセント用組付け
シェルである。建物壁の空間、例えば窓或いはドア用の空間が開放される場合に、建物壁
の仕上げられた部材に固定された内部シェルにはさらに適切なシェル部材がそのような開
口を開けるように固定されている。更に続いて、建物壁の次の製造すべき部分用の鉄筋が
組立てられ、鉄筋を保持するために、鉄筋の部材が内部シェルユニットと連結され得る。
まれに、既に床の組立て場所における鉄筋は仕上がった周辺閉鎖した鉄筋籠に組立てられ
、続いて巻上げ機により上昇され、建物壁に固定された内部シェルユニットを介して壁冠
に被される。これは無論、シェル部材が開口を開けるように内部シェルユニットに取り付
けられない時にのみ、可能であり、そのシェル部材が同様に内部シェルユニットに鉄筋籠
を被せるのを妨げられる。更に続いて外部シェルが取り付けられ、内部シェルユニットに
より固定され、コンクリ－ト壁の周辺閉鎖した部分を製造するために、コンクリ－トが内
部シェルユニットと外部シェルとの間の空間に注入される。
【０００６】
【発明の解決すべき課題】
この発明の課題は、この種の構築物が特に能率的且つ原価の安い形式で得られる前記種類
の改良された方法を提供する。この発明によりこれは請求項１の特徴部分を備える方法に
よって達成される。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
この発明の方法では、同じ断面を持つ少なくとも二つの全部を（即ち、組立てられた状態
で）周辺閉鎖した内部シェルユニットが設置される。”同じ断面”は、内部シェルユニッ
トのシェル膜の横断面、即ちシェル膜の周辺閉鎖した輪郭により断面を囲む面がその形状
とその大きさで同じであることを意味する。この発明の方法では、一コンクリ－ト打ち行
程で設置された内部シェルユニットが床に有利に存在する組立て場所に予め組立てられ、
内部シェルユニットの外面に更に鉄筋が取り付けられる。この組立て作業は、構築物に前
記コンクリ－ト打ち行程の作業が実施される間中に、或いは前記コンクリ－ト打ち行程の
コンクリ－トが硬化される間中に、既に行われ得る。続いて、予め組立てられた内部シェ
ルユニットはそれに取り付けられた鉄筋と共に上昇され、前記コンクリ－ト打ち行程によ
り建物壁に残った鎖枠に降ろされる。この鎖枠に降ろすことにより内部シェルユニットの
整合が可能となるので、更なる整合行程が好ましく省略され得て、内部シェルユニットと
それに固定された鉄筋とが既に所定位置に降ろした直後に存在する。
【０００８】
この発明の方法によって、周辺閉鎖した構築物の必要な全組立て時間が短縮され得る。少
なくとも、二つのそれぞれ複数のコンクリ－ト打ち行程に設置された内部シェルユニット
が同じ断面を備えて、それらの行程の内のそれぞれ一つ行程が次のコンクリ－ト打ち行程
用の組立て場所に準備される一方、コンクリ－ト打ち作業用の他の内部シェルユニットが
構築物に取り付けられ得る。組立て時間の更なる減少のために、事情によっては三つ或い
は複数のそのような内部シェルユニットが同じ断面を備えている。コンクリ－ト打ち作業
用の内部シェルユニットが建物に設置される間に、次のコンクリ－ト打ち作業用の二つ或
いは複数の内部シェルユニットがそれぞれの組立て場所に準備され得る。
【０００９】
既に組立て場所に更に場合によっては必要なシェル部材が製造すべきコンクリ－ト壁に開
口を開くように内部シェルユニットに組立てられる場合に、特に好ましい。同じことがコ
ンクリ－ト壁の必要な組付け部材に適用され、コンクリ－ト壁が好ましくは鉄筋及び／又
は内部シェルユニットにおける組立て場所に取り付けられ得る。
【００１０】
【発明の実施の形態】
この発明のそれ以上の利点や詳細は次に添付する図面に基づいて説明される。図１から図
３には、この発明の方法により製造された構築物を通る概略縦長手断面を種々の構成相で
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示し、図４は（壁冠から突き出す補強棒なしに）図３による構成相における構築物の概略
平面図を示し、図５は内部シェルユニットの取り除かれた中間セグメントの概略斜視図を
示し、図６はコンクリ－ト壁に開口を開くシェル部材を備える内部シェルユニットの概略
斜視表現を示す。
図は異なる尺度を有する。
【００１１】
図１に図示された構成相では、装備すべき周辺閉鎖した構築物が部分的に仕上げられてい
る。前記コンクリ－ト打ち行程では、既にコンクリ－ト壁の既に複数の周辺閉鎖した部分
が製造されていて、それらの部分間にそれぞれ一個のコンクリ－ト繋ぎ２１が確認できる
。最後に仕上げられた部分１には、コンクリ－ト壁の外面には外部シェル２が取り付けら
れている。コンクリ－ト壁に外部シェル２を固定するために、コンクリ－ト壁においてそ
の周辺に沿って複数の箇所に公知の方法でアンカ－３がコンクリ－ト打ちされ、従来の方
法で組立てる。このアンカ－３はコンクリ－ト壁の外面と内面から、ボルトねじがねじ込
まれ得る接近可能な内部ねじを有する。
【００１２】
巻上げ器４により予め用意された内部シェルユニット５が構築物の仕上げられた部材の上
端を介して上昇される。内部シェルユニット５は主部材６と主部材６の上端に配置されて
これと例えばボルト結合部によって結合された鎖枠７とを包含する。主部材６と鎖枠７は
組立て状態で周辺閉鎖して構成され、その外面が一緒にシェル膜１１を形成する。内部シ
ェルユニットの外面には、鉄筋８が配置され、内部シェルユニット５により支持される。
コンクリ－ト壁の次に装備すべき周辺閉鎖した部分用のこの鉄筋８が既に内部シェルユニ
ット５の上昇前に組立て場所に組立てられ、内部シェルユニット５と結合されている。鉄
筋８にはコンクリ－ト壁の他の取付け部材が取付けられ、例えばアンカ－３或いはコンク
リ－ト壁に設けるべき他の部材を包含し得る。更に、内部シェルユニットには図１に図示
されないシェル部材がコンクリ－ト壁の製造すべき部分に開口を開けるように取り付けら
れている。
【００１３】
前記コンクリ－ト打ち行程から、コンクリ－ト壁の内面にはこの前記コンクリ－ト打ち行
程で使用された内部シェルユニット５の鎖枠７が固定されていて、しかもコンクリ－ト打
ちされたアンカ－３と、これにねじ込まれた開口を通して鎖枠７に突き出すねじボルトと
によって固定される。それに対して前記コンクリ－ト打ち行程で使用された内部シェルユ
ニット５の主部材６は既にコンクリ－ト壁から取り外されていた。前記コンクリ－ト打ち
行程においてコンクリ－ト壁に固定された鎖枠７上には巻上げ器４により上昇された内部
シェルユニット５が降ろされる。コンクリ－ト壁に固定された鎖枠７上に内部シェルユニ
ット５を中心合せ且つ整合するために、鎖枠７の上面には円錐体９が設けられ、主部材６
の下面におけるくぼみ１０に挿入でき、くぼみ１０の形状が円錐体９の形状に一致して形
成されている。鎖枠７上に降ろされた内部シェルユニット５はそれによって既に正確に整
合されるので、内部シェルユニット５用のそれ以上の整合と水準化作業が通常は省略され
得る。
【００１４】
円錐体９の代わりに、コンクリ－ト壁に固定された鎖枠７に中心合せする他の装備が設け
られ、例えば鎖枠７から内上方へ突き出す案内板、鎖枠７上に降ろすべき内部シェルユニ
ット５の主部材６用の入口斜面を形成する。鎖枠７の幅は図に図示される如く、主部材６
の幅より僅かであるか、或いは同じ大きさである（理論的にはこの幅はより大きくできる
）。主部材６は通常の形式で枠シェルの形状に形成されている。鎖枠７は例えばＵ字形状
により形成され、その開放面が内方に向いている。
【００１５】
コンクリ－ト壁に固定された鎖枠７に位置されてこの鎖枠によりねじ込まれた内部シェル
ユニット５は図２に図示されている。内部シェルユニット５に固定された鉄筋８がこの場
合に既に正しい位置に存在する。更に、図２に図示された構成相では、既に外部シェル２
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が置かれる。この場合に外部シェル２は主部材１１と主部材１１の上下端にてこれに固定
可能な鎖枠１２とから成る。図１から出発して、主部材１１は、主部材１１の下端に固定
された鎖枠１２と一緒にコンクリ－ト壁から取り外される。主部材１１の下端に固定され
た鎖枠１２はこの主部材から取り外され、主部材１１の上端に固定される。続いて、主部
材１１は上端に固定された鎖枠１２と共にコンクリ－ト壁に残留した鎖枠１２に載置され
、この鎖枠と（ボルトねじ止めにより）連結され、さらに外部シェル２が内部シェルユニ
ット５と従来の形式で、図２において線１３により示されるように、繋がれる。
【００１６】
次の行程として、内部シェルと外部シェル２の間の空間はコンクリ－トを注入され、しか
も鎖枠７、１２の上辺にまで注入される。この構成相は図３に図示されている。コンクリ
－トのコンクリ－ト打ちと硬化中に既に次のコンクリ－ト打ち行程に必要とされた内部シ
ェルユニット５は好ましくは床に存在する組立て場所１４に用意されている。さらに、こ
の場合に既に鉄筋８が内部シェルユニット５の外面に固定され、場合によってはコンクリ
－ト壁における計画すべき取付け部材と同様に固定される。鉄筋８と内部シェルユニット
５の組立て用の時間消費に応じて、平行する組立て作業も一個以上のそのような内部シェ
ルユニット５に貫通され得るので、建物壁の部分のコンクリ－トの硬化時間後直ぐに仕上
がり組立てられた内部シェルユニットは建造すべき部分用の鉄筋８を用意できている。
【００１７】
建造部分のコンクリ－ト打ち後に建物壁から内部シェルユニット５を取り外すために、こ
れは例えば図４から明らかな形状にて、好ましくはボルト結合部により互いに固定された
複数の周辺セグメントから成る。ここで四つの角セグメント１５と拡張棒１６を介して互
いに連結された中間セグメント１７とが設けられている。
【００１８】
内部シェルユニットを取り外すために、互いに連結された中間セグメント１７は固定目１
８（図１参照）を介して巻上げ器に吊り下げられ、中間セグメント１７と角セグメント１
５との間のボルトが解除される。拡張棒１６は中にねじ込み可能な部材、例えば逆方向内
部ねじを外部ねじの上に側面部材をねじ込まれる端部に備える中間部材を有する。これら
ねじは図４において概略的に示される（参照符号１９）。拡張棒１６の中間部材のねじり
によって中間セグメント１７は縮小される。前もって中間セグメント１７と主部材６の上
端に固定されて同じ形式に分割された鎖枠７の一致したセグメントとの間の結合は解除さ
れる。それに対して、下鎖枠の中間セグメント１７の下端に固定されたセグメントは、図
５から明らかであるように、中間セグメントと連結されている。鎖枠７の下端に固定され
たセグメントと共に縮小した中間セグメント１７は続いて構築物の仕上がった部材から取
り出される。続いて角セグメント１５と下鎖枠７のこれら角セグメントと連結されたセグ
メントとはコンクリ－ト壁から取り外される。それで、再び図１に図示された状態が得ら
れる。
【００１９】
内部シェルユニットを取り外すために、これは他の形式で周辺方向において分割されるこ
とができた。
【００２０】
図６には、さらに内部シェルユニット５の主部材６が図示され、この主部材には概略的に
図示されたシェル部材２０がこの内部シェルユニット５により建造すべきコンクリ－ト壁
の部分に開口を開くように取り付けられている。
【００２１】
示された四角形輪郭の代わりに、建造すべき構築物は他の周辺閉鎖した輪郭を有し、例え
ば矩形多角形或いは円形輪郭を有する。
【００２２】
外部シェル２は示された形式以外に形成され、例えば一部材で（主部材に固定可能な鎖枠
の上面と下面には無しに）形成される。外部シェルの高さは内部シェルの高さと異なって
いる。
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【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の方法により製造された構築物を通る概略縦長手断面を一つの構成相で
示す。
【図２】この発明の方法により製造された構築物を通る概略縦長手断面を他の構成相で示
す。
【図３】この発明の方法により製造された構築物を通る概略縦長手断面を更に他の構成相
で示す。
【図４】図３による構成相における構築物を概略平面図を示す。
【図５】内部シェルユニットの取り除かれた中間セグメントの概略斜視図を示す。
【図６】コンクリ－ト壁に開口を開くシェル部材を備える内部シェルユニットの概略斜視
表現を示す。
【符号の説明】
１．．．．．部分
２．．．．．外部シェル
３．．．．．アンカ－
４．．．．．巻上げ器
５．．．．．内部シェルユニット
６．．．．．主部材
７．．．．．鎖枠
８．．．．．鉄筋
９．．．．．円錐体
１０．．．．．くぼみ
１１．．．．．主部材
１２．．．．．鎖枠
１３．．．．．線
１４．．．．．組立て場所
１５．．．．．角セグメント
１６．．．．．拡張棒
１７．．．．．中間セグメント
１８．．．．．固定目
１９．．．．．ねじ
２０．．．．．シェル部材
２１．．．．．コンクリ－ト打ち継ぎ
２２．．．．．シェル膜
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